
 

 

教育人事企画課 

 

 議案第８０号 

港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例について 

 

 

１ 目  的 

地方公務員の定年引上げに関する措置を定めた地方公務員法の一部改正に伴い

規定を整備するほか、障害がある幼稚園教育職員が働き続けることができる職場づ

くりを推進するため、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、定年前再任用短時間勤務職員の勤務

時間、休日、休暇等を定めます。 

（２）幼稚園教育職員の健康及び福祉を考慮して、必要があると認める場合には、原

則の休憩時間のほかに休憩時間を追加することができることを定めます。 

 

 【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

 令和５年４月１日 

（２）経過措置 

地方公務員法の一部を改正する法律の規定に基づく暫定再任用職員のうち短

時間勤務の職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして改正後の条

例の規定を適用します。 
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定年引上げに関する地方公務員法の改正等に伴う関係条例の整備について（概要） 

   
（１）趣旨 
   国家公務員の定年が２年に１歳ずつ段階的に引き上げられることに伴い、

国家公務員の定年を基準として、条例で定年を定めている地方公務員につい
ても同様の措置が講じられます。  

（２）管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の導入 
組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限

年齢制（役職定年制）により、原則、管理監督職（以下「管理職」といいま 
す。）以外の職への降任等をさせます。ただし、職員の年齢別構成等の特別の
事情がある場合には、役職定年制の例外措置を講ずることができます。  

（３）定年前再任用短時間勤務制の導入 
６０歳以後の定年前に退職した職員について、短時間勤務の職に採用でき

る制度を導入します。任期は、常勤職員の定年退職日相当日までの期間です。  
（４）暫定再任用制度の措置 

６５歳まで定年が引き上げられるため、現行の再任用制度を廃止します。 
ただし、年金受給開始年齢までの継続勤務を可能とするため、定年の段階
的引上げ期間中の暫定的な制度として、暫定再任用制度を措置します。  

（５）その他 
ア 職員への情報提供・意思確認制度を新設します。 
イ ６０歳超の地方公務員の給与は、均衡の原則（地方公務員法第２４条）

を踏まえ、国家公務員の給与の取扱いとの均衡を図るものとします。 
 
 

２ 改正地方公務員法の要旨（公布日：令和３年６月１１日、施行期日：令和５年４月１日） 

   
地方公務員の定年引上げに関する措置を定めた地方公務員法の一部改正等に伴

い、幼稚園教育職員に係る関係条例を整備します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 目 的 

 
 
（１）６０歳到達日後における最初の４月１日以後の給料月額は、給料表の級号

給に応じた額に７０パーセントを乗じた額とします。 
（２）役職定年制により降任等をした職員について、降任等をする前の給料月額

の７割水準を担保するため、降任等の前の給料月額の７割の額と、降任等の
後の給料月額の７割の額に差額があるときは、その差額相当額を給料月額に
加算することを定めます。 

４ 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例（改正） 

  
再任用短時間勤務制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務制が導入され

るため、該当規定の文言を整理します。 
 
 
 
 
 

３ 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（改正） 

 
〇 港区職員の定年等に関する条例（改正） 
（１）職員の定年は、６５歳とします（経過措置：２年に１歳ずつ引上げ）。 

年度 Ｒ４年度 Ｒ５・６年度 Ｒ７・８年度 Ｒ９・10 年度 Ｒ11・12 年度 Ｒ13 年度～ 

定年 ６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

（２）管理監督職勤務上限年齢（管理職の役職定年の年齢）は、６０歳とします。
※医師・歯科医師等は除きます。 

（３）管理職の欠員を容易に補充することができない場合の「役職定年制の例外措
置」として、①職務遂行上の特別の事情等による特例任用（最長３年間）、②
特定管理監督職群による特例任用（定年退職日まで）について定めます。 

 
 
 
 
 

（４）６０歳に到達する年度の前年度において、６０歳以後の任用、給与、退職手
当に関する情報提供及び勤務の意思確認を行うことについて定めます。 

 
〇 港区職員の退職手当に関する条例（改正） 

給料月額の７割措置が適用される前の水準を担保するため、退職手当の基本
額の算定の特例（ピーク時特例）の適用等について定めます。 

 
〇 港区職員の高齢者部分休業に関する条例（制定） 
（１）加齢による諸事情への対応や退職後を見据えた地域貢献など、定年退職前の

働き方の選択肢を広げ、高齢期職員の能力・経験の活用と働きやすい職場づく
りの推進を目的として高齢者部分休業に関する条例を制定します。 

（２）５５歳以降から定年退職日までの期間内とし、１日又は３０分単位で取得可 
（３）勤務しない１時間について給与減額（無給） 
その他、定年引上げ等に伴い、以下の関係条例を改正します。 

５ 区職員に係る関係条例の改正等（参考） 

〇港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 〇公益的法人等への港
区職員の派遣等に関する条例 〇外国の地方公共団体の機関等に派遣される
港区職員の処遇等に関する条例 〇港区職員の懲戒に関する条例 〇港区職
員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例  〇港区職員の育児休業等に関
する条例 〇港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 〇港区職員
の給与に関する条例 

※ 幼稚園教育職員の管理職（園長・副園長）は、②の特定管理監督職群
に該当させ、６０歳を超えても引き続き管理職として任用（勤務）する
予定です。 
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